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居 宅 介 護 支 援  重 要 事 項 説 明 書  

 

（ 2 0 2 5 年 1 月 1 日 現 在 ）  

 

 

１  オ ア シ ス セ ン タ ー 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 の 概 要  

 

（ １ ）  提 供 で き る サ ー ビ ス の 種 類 と 地 域  

事   業  所  名  オ ア シ ス セ ン タ ー  

所   在   地  名 古 屋 市 瑞 穂 区 豆 田 町 3 丁 目 11 番 地 の 2  

事 業 所 指 定 番 号 居 宅 介 護 支 援 （ 2 3 7 0 8 0 2 6 2 号 ）  

サ ー ビ ス を  

提 供 す る 地 域 ＊  
名 古 屋 市 瑞 穂 区  

＊ 上 記 地 域 以 外 の 方 も 希 望 の 方 は ご 相 談 下 さ い 。  

 

（ ２ ）  事 業 所 の 職 員 体 制  

 
資 格  常 勤  非 常 勤  

業 務  

内 容  
計  

管 理 者 兼 介 護 支

援 専 門 員  

主任介護支

援専門員  
１ 名  ０ 名  

業 務

管 理  
１ 名  

介 護 支 援 専 門 員  
介護支援専

門員  
１ 名     １ 名  

介 護  

支 援  
２ 名  

事  務  職  員  
 

０ 名  0 名  
 

0 名  

 

（ ３ ）  営 業 時 間  

平  日  午 前 9 時 0 0 分 ～ 午 後 6 時 0 0 分  

※ 緊 急 連 絡 電 話 ：            

※ 土 、 日 曜 日 、 １ ２ 月 ２ ９ 日 か ら １ 月 ４ 日 は 休 業  

 

２  居 宅 介 護 支 援 の 申 し 込 み か ら サ ー ビ ス 提 供 ま で の 流 れ

と 主 な 内 容  

 

（ １ ） サ ー ビ ス 提 供 ま で の 流 れ  

① 申 し 込 み 。  

② 状 態 の 把 握：御 利 用 者 や 家 族 に 面 接 し 抱 え て い る 問 題

点 や 解 決 す べ き 課 題 を 分 析  

③ 計 画 の 原 案 の 作 成：サ ー ビ ス 事 業 者 に 関 す る 情 報 提 供
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が さ れ 利 用 者 が 事 業 者 を 選 び ま す 。  

④ サ ー ビ ス 担 当 者 と の 連 絡・調 整：介 護 支 援 専 門 員 を 中

心 に 、サ ー ビ ス の 担 当 者 や 利 用 者 本 人・家 族 も 参 加 し

意 見 交 換 等 を 行 い ま す 。  

⑤ 介 護 サ ー ビ ス 計 画 の 作 成：介 護 サ ー ビ ス 目 標 と 達 成 時

期 ・ サ ー ビ ス の 種 類 ・ 内 容 ・ 利 用 料 な ど ・ 介 護 サ ー ビ

ス 計 画 は 利 用 者 の 希 望 や 心 身 の 状 態 を よ く 考 慮 し て

作 ら れ ま す 。  

⑥ 利 用 者 の 同 意：計 画 の 内 容 を 説 明 し 計 画 が 利 用 者 の 希

望 に 合 っ て い る か 確 認 し ま す 。  

⑦ 各 利 用 者 の 負 担 割 合 に 応 じ た 額 で サ ー ビ ス が 利 用 で

き ま す 。  

⑧ サ ー ビ ス 開 始 。  

 

（ ２ ） 主 な 内 容    

ア セ ス メ ン ト  

利 用 者 宅 を 訪 問 し 、利 用 者 の 心 身 の

状 況 や 生 活 環 境 な ど を 把 握 し 、課 題

を 分 析 し ま す 。  

サ ー ビ ス 調 整  

ア セ ス メ ン ト の 結 果 を 踏 ま え 、利 用

す る 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 等 へ 連 絡

調 整 を 行 い ま す 。  

ケ ア プ ラ ン 作 成  
介 護 サ ー ビ ス 等 を 利 用 す る た め の

ケ ア プ ラ ン を 作 成 し ま す 。  

サ ー ビ ス 担 当 者

会 議  

介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 等 が 集 ま り 、ケ

ア プ ラ ン の 内 容 等 に つ い て 話 し 合

い ま す 。  

モ ニ タ リ ン グ  

少 な く と も 月 に 1 回 、ケ ア マ ネ ジ ャ

ー が 利 用 者 の 居 宅 を 訪 問 し 、本 人 の

心 身 の 状 態 や ケ ア プ ラ ン の 利 用 状

況 等 に つ い て 確 認 し ま す 。  

テ レ ビ 電 話 装 置 、他 I C T 機 器 を 活 用

し モ ニ タ リ ン グ を 可 能 と し ま す 。※

適 用 条 件 ： 利 用 者 の 同 意 、多 職 種 間

の 合 意 、状 態 が 安 定 、意 志 疎 通 が 可

能 な 事 、他 サ ー ビ ス 事 業 者 と の 連 携

に よ る 情 報 収 集 全 て を 踏 ま え る 事 。  

給 付 管 理  

ケ ア プ ラ ン 作 成 後 、そ の 内 容 に 基 づ

き 毎 月 給 付 管 理 票 を 作 成 し 、国 民 健

康 保 険 団 体 連 合 会 に 提 出 し ま す 。  

要 介 護 認 定 の  利 用 者 の 要 介 護 認 定 の 更 新 申 請 や
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申 請 に 係 る 援 助  状 態 変 化 に 伴 う 区 分 変 更 申 請 を 円

滑 に 行 え る よ う 援 助 し ま す 。利 用 者

が 希 望 す る 場 合 、要 介 護 認 定 の 申 請

を 代 行 し ま す 。  

介 護 保 険 施 設 等

の 紹 介  

利 用 者 が 自 宅 で の 生 活 が 困 難 に な

っ た 場 合 や 利 用 者 が 介 護 保 険 施 設

等 の 入 所 を 希 望 し た 場 合 、利 用 者 に

介 護 保 険 施 設 等 に 関 す る 情 報 を 提

供 し ま す 。  

居 宅 介 護 支 援 の

業 務 範 囲 外  

救 急 車 へ の 同 乗 、入 退 院 時 の 手 続 き

や 生 活 用 品 調 達 等 の 支 援 、  家 事

の 代 行 業 務 、直 接 の 身 体 介 護 、金 銭

管 理 /（ 金 品 授 受 ）な ど の ご 要 望 に 対

し て は 、必 要 に 応 じ て 他 の 専 門 職 等

を 紹 介 し ま す 。  

 

３  利 用 料 金  

（ １ ） 利 用 料 金  

①  利  用  料  

居 宅 介 護 支 援 利 用 料 は 別 紙 の 通 り と な っ て お り ま

す の で ご 参 照 下 さ い 。 介 護 保 険 法 令 に 定 め ら れ た

加 算 、 減 算 項 目 に つ き ま し て も 別 紙 の 通 り と な り

ま す 。 た だ し 、 法 定 代 理 受 領 に よ り 当 社 の 居 宅 介

護 支 援 に 対 し 介 護 保 険 給 付 が 支 払 わ れ る 場 合 、 お

客 様 の 自 己 負 担 は ご ざ い ま せ ん 。  

※ 介 護 保 険 適 用 の 場 合 で も 、 保 険 料 の 滞 納 等 に よ り

法 定 代 理 受 領 が で き な く な る 場 合 が あ り ま す 。 そ

の 場 合 は 一 旦 要 介 護 度 に 応 じ て １ ヵ 月 に つ き 別 紙

記 載 の 居 宅 介 護 支 援 利 用 料 を い た だ き 、 当 社 か ら

サ ー ビ ス 提 供 証 明 書 を 発 行 い た し ま す 。 こ の サ ー

ビ ス 提 供 証 明 書 を 後 日    市 区 町 村 の 窓 口 に 提

出 し ま す と 、 全 額 の 払 戻 し を 受 け る こ と が で き ま

す 。  

 

②  交 通 費  

前 記 の サ ー ビ ス を 提 供 す る 地 域 に お 住 ま い の 方 は

無 料 で す 。 そ れ 以 外 の 地 域 の 方 は 、 介 護 支 援 専 門

員 が お た ず ね す る た め の 自 動 車 を 使 用 し た 場 合 の

交 通 費 と し て 、 実 施 地 域 を 越 え た 地 点 よ り 片 道 １

ｋ ｍ に 対 し ５ ０ 円 と し 、 使 用 し た 距 離 数 分 を 頂 き
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ま す 。  

 

  ③  解  約  料  

お 客 様 の ご 都 合 に よ り 解 約 し た 場 合 、 下 記 の 料 金

を い た だ き ま す 。  

 

契 約 後 、 居 宅 サ ー ビ

ス 計 画 の 作 成 段 階 中

で 解 約 し た 場 合  

要 介 護 1 , 2 ,    1 2 , 0 0 0 円  

要 介 護 3 , 4 , 5   1 5 , 5 9 1 円  

    県 康 保 険 団

体 連 合 会 へ の 給 付 管

理 表 の 提 出 が 終 了 後

に 解 約 し た 場 合  

 

料 金 は 一 切 か か り ま せ ん 。  

 

そ  の  他  

・ 要 介 護 認 定 の 申 請 代 行 に つ い て  

契 約 書 第 ９ 条 ２ 項 の 要 介 護 認 定 の 申 請 代 行 の 利

用 料 金 は （ 無 料 ） で す 。  

・ 記 録 の 複 写 費 に つ い て  

契 約 書 第 １ ０ 条 第 ３ 項 の 複 写 物 の 請 求 に 関 し て

の 料 金 は 、 １ 枚  １ ０ 円  で す 。  

         

（ ２ ） 支 払 方 法  

    料 金 が 発 生 す る 場 合 、 月 ご と の 精 算 と し 、 翌 月 ６

日 ま で に お 支 払 い く だ さ い 。  

お 支 払 い い た だ き ま す と 、領 収 証 を 発 行 い た し ま す 。 

お 支 払 い 方 法 は 、 原 則 、 口 座 自 動 引 き 落 と し と な り

ま す 。  

 

４  サ ー ビ ス の 終 了  

① お 客 様 の ご 都 合 で サ ー ビ ス を 終 了 す る 場 合  

文 書 で お 申 し 出 下 さ れ ば い つ で も 解 約 で き ま す 。  

② 当 社 の 都 合 で サ ー ビ ス を 終 了 す る 場 合  

人 員 不 足 等 止 む を 得 な い 事 情 に よ り 、 サ ー ビ ス の

提 供 を 終 了 さ せ て い た だ く 場 合 が ご ざ い ま す 。 そ

の 場 合 は 、 終 了 １ ヵ 月 前 ま で に 文 書 で 通 知 す る と

と も に 、 地 域 の 他 の 居 宅 介 護 支 援 事 業 者 を ご 紹 介  

い た し ま す 。  

③ 自 動 終 了  
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以 下 の 場 合 は 、 双 方 の 通 知 が な く て も 、 自 動 的 に

サ ー ビ ス を 終 了 致 し ま す 。  

・ お 客 様 が 介 護 保 険 施 設 に 入 所 し た 場 合  

・ 介 護 保 険 給 付 で サ ー ビ ス を 受 け て い た お 客 様 の

要 介 護 認 定 区 分 が 、 非 該 当 （ 自 立 ・ 要 支 援 ） と

認 定 さ れ た 場 合  

※ こ の 場 合 、 条 件 を 変 更 し て 再 契 約 す る こ と が 出

来 ま す 。  

・ お 客 様 が お 亡 く な り に な っ た 場 合  

④ そ の 他  

お 客 様 や ご 家 族 な ど が 当 社 や 当 社 の 介 護 支 援 専 門

員 に 対 し て 本 契 約 を 継 続 し 難 い ほ ど の 背 信 行 為

（ ハ ラ ス メ ン ト 行 為 な ど に よ り 、 健 全 な 信 頼 関 係

を 築 く こ と が 出 来 な い と 判 断 し た 場 合 も 含 む ） を

行 っ た 場 合 は 、 文 書 で 通 知 す る こ と に よ り 、 即 座

に サ ー ビ ス を 終 了 さ せ て い た だ く 場 合 が ご ざ い ま

す 。  

 

５  当 社 の 居 宅 介 護 支 援 の 特 徴 等  

（ １ ）  運 営 の 方 針  

・ 事 業 所 の 介 護 支 援 専 門 員 は 、 要 介 護 者 等 が 可 能 な

限 り そ の 居 宅 に お い て 自 立 し た 生 活 を 営 む こ と が

で き る よ う に す る た め 、 要 介 護 者 等 の 選 択 に 基 づ

き 、 介 護 保 険 法 の 規 定 す る サ ー ビ ス が 多 様 な 事 業

者 か ら 適 切 に 提 供 さ れ る よ う 配 慮 し な け れ ば な ら

な い 。  

・ 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 に あ た っ て は 、 要 介 護 者

等 の 意 思 及 び 人 格 を 尊 重 し 、 常 に 要 介 護 者 等 の 立

場 に 立 っ て そ の サ ー ビ ス 等 が 特 定 の 種 類 ・ 事 業 等

に 偏 る こ と の な い よ う 公 正 中 立 に 行 わ な け れ ば な

ら な い 。  

・ 事 業 の 実 施 に あ た っ て 、 事 業 所 は 関 係 市 町 村 、 関

係 市 町 村 老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー 他 の 指 定 居 宅 介 護

支 援 事 業 者 や 介 護 保 険 施 設 等 と の 連 携 に 努 め る も

の と す る 。  

 

（ ２ ） 居 宅 介 護 支 援 の 実 施 概 要 等  

私 共 は 、 御 利 用 者 の 方 々 に 出 来 る だ け お 手 間 を 煩

わ せ る こ と が な い 様 、 ア セ ス メ ン ト ツ ー ル と し て

課 題 分 析 標 準 項 目 を 網 羅 し た 方 式 を 使 用 し て お り
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ま す 。  

 

 

（ ３ ） サ ー ビ ス 利 用 に あ た り  

事  項  有 無  備  考  

介 護 支 援 専 門 員 の 変 更  有  
変 更 を 希 望 さ れ る

方 は お 申 出 下 さ い  

調 査 （ 課 題 把 握 ） の 方 法  有   

 

（ ４ ）  そ の 他  

事  項  有 無  備  考  

介 護 支 援 専 門 員 へ の  

研 修 の 実 施  
有  

定 期 的 な 研 修 を 実

施 し て い ま す  

契 約 後 、 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の

作 成 段 階 途 中 で お 客 様 の ご 都

合 に よ り 解 約 し た 場 合  

有  
前 記 の ３ （ １ ） ③

参 照  

 

６  緊 急 時 及 び 事 故 発 生 時 の 対 応  

サ ー ビ ス 提 供 中 に お け る 緊 急 時 や 事 故 発 生 時 に は 、 事

前 打 合 せ に 基 づ き 主 治 医 又 は 医 療 機 関 へ の 連 絡 を 行 う

ほ か 、 ご 親 族 及 び 救 急 機 関 、 市 町 村 等 へ 連 絡 し 必 要 な

措 置 を 講 じ ま す 。  

ま た 、 お 客 様 に 対 す る 指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 に よ り

賠 償 す べ き 事 故 が 発 生 し た 場 合 は 、 損 害 賠 償 を 速 や か

に 行 い ま す 。  

 

7  医 療 機 関 等 と の 連 携  

 ① お 客 様 の 入 院 や 退 院 ・ 退 所 に 際 し て は 、 必 要 な 支 援 が

継 続 で き る よ う 医 療 機 関 等 と の 連 携 を 図 り ま す 。  

 ② 入 院 時 に は 、 担 当 ケ ア マ ネ ジ ャ ー の 氏 名 や 連 絡 先 な ど

を 医 療 機 関 に お 伝 え く だ さ い 。  

 

８  公 正 中 立 な 居 宅 介 護 支 援 の 提 供  

①  お 客 様 は ケ ア プ ラ ン に 位 置 付 け る サ ー ビ ス 事 業 所 等

に つ い て 、 複 数 の 事 業 者 の 紹 介 や そ の 選 定 理 由 に つ い

て 求 め る こ と が で き ま す 。  

 ② 事 業 所 が 前 6 ヶ 月 に 間 に 作 成 し た ケ ア プ ラ ン に お け る

「 訪 問 介 護 」「 通 所 介 護 」「 地 域 密 着 通 所 介 護 」「 福 祉 用

具 貸 与 」 の 利 用 割 合 等 を 別 途 資 料 に て 説 明 し ま す 。  
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９  虐 待 の 防 止 の た め の 措 置  

（ １ )当 事 業 所 は 、虐 待 の 発 生 又 は そ の 再 発 を 防 止 す る た め 、  

  次 の 各 号 に 掲 げ る 措 置 を 講 じ る も の と し ま す 。  

   ① 虐 待 の 防 止 の た め の 対 策 を 検 討 す る 委 員 会 を 定 期 的  

   に 開 催 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ い て 、 従 業 者 に   

   周 知 徹 底 を 図 り ま す 。  

  ② 虐 待 の 防 止 の た め の 指 針 を 整 備 し ま す 。  

  ③ 従 業 者 に 対 し 、虐 待 の 防 止 の た め の 研 修 を 定 期 的 に 実  

    施 し ま す 。  

  ④ 苦 情 解 決 体 制 の 整 備  

  ⑤ 前 4 号 に 掲 げ る 措 置 を 適 切 に 実 施 す る た め の 担 当 者  

   を 置 き ま す 。  

（ ２ )事 業 所 は 、サ ー ビ ス 提 供 中 に 、当 該 事 業 所 従 業 者 又 は  

  養 護 者 （ 利 用 者 の 家 族 等 高 齢 者 を 現 に 養 護 す る 者 ） に よ  

  る 虐 待 を 受 け た と 思 わ れ る 利 用 者 を 発 見 し た 場 合 は 、 速  

  や か に 、 市 町 村 に 通 報 し ま す 。  

 

１ ０  身 体 拘 束 に 関 る 措 置  

（ １ ） 事 業 所 は 、当 該 利 用 者 又 は 他 の 利 用 者 等 の 生 命 又 は

身 体 を 保 護 す る た め 緊 急 や む を 得 な い 場 合 を 除 き 、利

用 者 に 対 す る 身 体 的 拘 束 そ の 他 行 動 を 制 限 す る 行 為

は 行 い ま せ ん 。  

（ ２ )  や む を 得 ず 前 項 の 身 体 拘 束 を 行 う 場 合 に は 、厚 生 労

働 省 が 策 定 し た「 身 体 拘 束 ゼ ロ へ の 手 引 き 」を 遵 守 し

た 適 正 な 取 り 扱 い に よ り 行 い ま す 。  

 

１ １  ハ ラ ス メ ン ト 防 止 に 係 る 措 置  

   事 業 所 は 、適 切 な 指 定 居 宅 介 護 支 援 又 は 自 ら が 居 宅 サ

ー ビ ス 計 画 に 位 置 付 け た 指 定 居 宅 サ ー ビ ス 等 の 提 供 を

確 保 す る 観 点 か ら 、職 場 に お い て 行 わ れ る 性 的 な 言 動 又

は 優 越 的 な 関 係 を 背 景 と し た 言 動 で あ っ て 業 務 上 必 要

か つ 相 当 な 範 囲 を 超 え た も の に よ り 介 護 支 援 専 門 員 等

の 就 業 環 境 が 害 さ れ る こ と を 防 止 す る た め の 方 針 を 明

確 化 す る 等 の 必 要 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

 

１ ２  感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延 の 防 止 に 係 る 措 置  

   事 業 所 に お い て 感 染 症 が 発 生 し 、又 は ま ん 延 し な い よ  

う に 、 次 に  掲 げ る 措 置 を 講 じ ま す 。  

（ １ ） 介 護 支 援 専 門 員 等 の 清 潔 の 保 持 及 び 健 康 状 態 に つ い
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て 、 必 要 な 管 理 を 行 い ま す 。  

（ ２ ） 事 業 所 の 設 備 及 び 備 品 等 に つ い て 、衛 生 的 な 管 理 に

努 め ま す 。  

（ ３ ） 介 護 支 援 専 門 員 等 に 対 し 、 感 染 症 の 予 防 及 び ま ん 延

防 止 の た め の 研 修 及 び 訓 練 を 定 期 的 に 実 施 し ま す 。  

 

１ ３  業 務 継 続 に 向 け た 取 り 組 み に つ い て   

  感 染 症 や 非 常 災 害 の 発 生 時 に お い て 、利 用 者 に 対 す る

指 定 居 宅 介 護 支 援 の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る た め の 、及

び 非 常 時 の 体 制 で 早 期 の 業 務 再 開 を 図 る た め の 計 画（ 業

務 継 続 計 画 ）を 策 定 し 、当 該 業 務 継 続 計 画 に 従 っ て 必 要

な 措 置 を 講 じ ま す 。  

 

１ ４  第 三 者 による評 価 の実 施 状 況 等  

 

１ ５  サ ー ビ ス 内 容 に 関 す る 相 談 ・ 苦 情  

① 当 社 お 客 様 相 談 ・ 苦 情 担 当  

当 社 の 居 宅 介 護 支 援 お よ び 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 に 基 づ い

て 提 供 し て い る 各 サ ー ビ ス に つ い て の ご 相 談 ・ ご 要

望・苦 情 は 担 当 者 か 下 記 相 談 窓 口 ま で お 申 し 出 下 さ い 。 

 

〇 事 業 所 相 談 窓 口  

電 話 番 号            

（ 午 前   時   分 ～ 午 後   時   分 ま で ）  

担  当             

 

 〇 法 人 相 談 窓 口  

第 三 者 に よ る  

評 価 の 実 施 状 況  

 

□ あ り  

 

■ な し  

直 近 の 実 施 日                 

評価機関名                

結果の開示 

☐  あ り    

 開 示 方 法             

              

                           

                           

                           

☐ な し  

備 考 （ 免 除 等 ）                                
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  電 話 番 号  ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ５  

    （ 月 ～ 金 曜 日  午 前 ９ 時 ～ 午 後 １ ７ 時 ま で ）  

 担  当  株 式 会 社 ヘ ル シ ー サ ー ビ ス  

     総 務 ・ 人 事 労 務 部  苦 情 相 談 担 当  

 

② そ の 他  

当 社 以 外 に 、 下 記 相 談 ・ 苦 情 窓 口 等 に 伝 え る こ と が で

き ま す 。  

   県 国 民 健 康 保 険 団 体 連 合 会  

担  当  介 護 保 険 課   

電  話          

      

名 古 屋 市 健 康 福 祉 局 高 齢 福 祉 部  

担  当  介 護 保 険 課 指 導 係    

電  話  ０ ５ ２ － ９ ５ ９ － ３ ０ ８ ７  

 

１ ６  当  社  の  概  要  

名 称・法 人 種 別   株 式 会 社  ヘ ル シ ー サ ー ビ ス :株 式 会 社  

代 表 者 役 職 ・ 氏 名  代 表 取 締 役  髙 野  健 治  

本 社 所 在 地   千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ － ３  

         幕 張 テ ク ノ ガ ー デ ン Ｄ 棟 １ ４ 階  

電 話 番 号    Ｔ Ｅ Ｌ ： ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ５  

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ４ ３ － ２ ７ ４ － ５ ９ ９ ７  

 

定 款 の 目 的 に 定 め た 事 業  

 

１  介 護 保 険 下 に お け る 訪 問 介 護 業 務 ・  

       介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 業 務  

２  介 護 保 険 下 に お け る 居 宅 介 護 支 援 業 務 ・  

             介 護 予 防 支 援 業 務  

３  老 人 介 護 支 援 セ ン タ ー の 運 営 及 び 相 談 業 務  

４  介 護 保 険 法 に 基 づ く 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 の 居

宅 サ ー ビ ス 事 業 ・ 介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介

護 の 居 宅 サ ー ビ ス 事 業  

 ５  介 護 保 険 法 に 基 づ く 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ

ス ・ 介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護 サ ー ビ ス  

６  そ の 他 こ れ に 付 随 す る 業 務  

 

１ ７  そ の 他  
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 年  月  日  

 

 

私 は 、 契 約 書 お よ び 本 書 面 に よ り 、 事 業 者 か ら 居 宅 介 護

支 援 に つ い て の 重 要 な 事 項 の 説 明 を 受 け 、 同 意 し 、 交 付 を

受 け ま し た 。  

 

利  用  者  

住   所  

氏   名                

 

（ 代 理 人 ）  

住   所  

氏   名                

 

 

居 宅 介 護 支 援 の 提 供 開 始 に あ た り 、 利 用 者 に 対 し て 契 約

書 及 び 本 書 面 に 基 づ い て 重 要 な 事 項 を 説 明 し ま し た 。  

 

 

事  業  者  

 

事 業 者 名  株 式 会 社  ヘ ル シ ー サ ー ビ ス   

 

住   所  千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 １ － ３  

            

幕 張 テ ク ノ ガ ー デ ン Ｄ 棟 １ ４ 階  

 

代 表 者 名  代 表 取 締 役  髙 野  健 治    

 

事 業 所 名  オ ア シ ス セ ン タ ー  

 

説 明 者   職 ・ 氏 名 管 理 者    ＿ ＿ ＿ ＿ ＿  

 

（ 指 定 事 業 者 番 号 ） 2 3 7 0 8 0 2 6 2  

（ 指 定 都 道 府 県 名 ） 名 古 屋 市  

 



【 別 紙 】 

（１）居宅介護支援利用料（地域区分 1 単位：11.05 円） 

 

（２）加算 

加算名称 料金（単位数） 算定要件 

初回加算 
3,315 円/月 

（300 単位） 

・新規に居宅サービス

計画を作成する場合 

・要介護状態区分が２

区分変更された場合 

入院時情報連携加算

（Ⅰ） 
2,762 円/月 

（250 単位） 

利用者が入院した日の

うちに、医療機関の職

員に対して必要な情報

を提供した場合 

入院時情報連携加算

（Ⅱ） 
2,210 円/月 

（200 単位） 

利用者が入院した日の

翌日または翌々日に、

医療機関の職員に対し

て必要な情報を提供し

た場合 

取扱い件数区分 
料金(単位数) 

要介護１・２ 要介護３～５ 

居宅介護支援(Ⅰ） 

※介護支援専門員 1 人あ

たりの利用者 45 件未満 

12,000 円/月 

（1086 単位） 

15，591 円/月 

（1411 単位） 

居宅介護支援（Ⅱ） 

※介護支援専門員 1 人あ

たりの利用者 60 件未満 

6,011 円/月 

（544 単位） 

7,779 円/月 

（704 単位） 

居宅介護支援（Ⅲ） 

※介護支援専門員 1 人あ

たりの利用者 60 件以上 

3,602 円/月 

（326 単位） 

4,663 円/月 

（422 単位） 



退院・退所加算  

※カンファレンス参

加無 

連

携

1

回 

4,972 円/回  

（450 単位） 

医療機関や介護保険施

設等を退院・退所し、

居宅サービスを利用す

る場合において、退

院・退所にあたって医

療機関等の職員と面談

を行い、利用者に関す

る必要な情報を得たう

えでケアプランを作成

し、居宅サービス等の

利用に関する調整を行

った場合 

連

携

2

回 

6,630 円/回  

（600 単位） 

退院・退所加算 

※カンファレンス参

加有 

連

携

1

回 

6,630 円/回  

（600 単位） 

連

携

2

回 

8,287 円/回  

（750 単位） 

連

3

回 

9,945 円/回  

（900 単位） 

緊急時等居宅カンフ

ァレンス加算 

2,210 円/回  

（200 単位） 

病院又は診療所の求め

により、職員とともに

利用者宅を訪問し、カ

ンファレンスを行い居

宅サービスの調整を行

った場合 

 

通院時情報連携加算 
552 円/回  

（50単位） 

利用者が医療機関で診

察を受ける際に同席

し、医師等と情報連携

を行い、ケアマネジメ

ントを行った場合 

 



            

ターミナルケアマネ

ジメント加算 

 

4,420 円/月 

（400 単位） 

① 24 時間連絡がとれる

体制を確保し、かつ、

必要に応じて、指定居

宅介護支援を行うこと

ができる体制を整備 

② 利用者に対して終末

期の医療やケアの方針

に関する当該利用者又

はその家族の意向を把

握した上で、死亡日及

び死亡日前 14 日以内に

２日以上在宅を訪問

し、主治の医師等の助

言を得つつ、利用者の

状態やサービス変更の

必要性等の把握、利用

者への支援を行うこと 

③訪問により把握した

利用者の心身の状況等

の情報を記録し、主治

の医師等及びケアプラ

ンに位置付けた居宅サ

ービス事業者へ提供 

特定事業所加算

（Ⅰ） 

5,734 円/月 

（519 単位） 

質の高いケアマネジメ

ントを実施している事

業所を積極的に評価す

る観点から、人材の確

保やサービス提供に関

する定期的な会議を実

施しているなど、当事

業者が厚生労働大臣の

定める基準に適合する

場合（1 ヶ月につき） 

特定事業所加算

（Ⅱ） 

4,652 円/月 

（421 単位） 

特定事業所加算

（Ⅲ） 

3,569 円/月 

（323 単位） 

特定事業所加算

（A） 

1,259 円/月 

（114 単位） 



（３）減算 

減算名称 料金（単位数） 算定要件 

特定事業所集中減算 
1 月につき 200 単位を

減算 

正当な利用なく特

定の事業所に 80％

以上集中した場合

（指定訪問介護・

指定通所介護・指

定地域密着型通所

介護・指定福祉用

具貸与） 

同一建物に居住する

利用者へのケアマネ

ジメント 

所定単位数の 95％を 

算定 

利用者が併設・隣

接しているサービ

ス付き高齢者向け

住宅等に入居して

いる場合や、複数

の利用者が同一の

建物に入居してい

る場合 

運営基準減算 
所定単位数の 50％で 

算定 

運営基準に沿っ

た、適切な居宅介

護支援が提供でき

ていない場合 

 


